
アマチュア無線を仕事で使っておられる
皆様へのお知らせです！

アマチュア無線の免許を持っていてもアマチュア無線を
仕事で使うことは、電波法に違反します。

仕事で使える無線として「簡易業務用無線」があります。

「本格的な業務無線は、機能も価格もオーバースペック。
性能やアフターサービスは、特定小電力無線並みで充分
なんだけど、もう少し遠くまで飛んでくれる無線機は、無いかなぁ・・・」

３５チャネルで５Ｗ出力の無線として「簡易業務用無線」があります。

従事者免許不要で誰でも使える無線機は、無いのかな？

誰でも簡単に開局申請して使える「簡易業務用無線」があります。

☆価格は、アマチュア無線機並み！　
 　アルインコ㈱の簡易業務用無線機をお勧めします！

☆基本は、携帯型ですが車載型としても運用可能です。 頼れるビジネスパートナー！

☆デモ機有りますのでまず、お試しください！

☆免許申請は、必要ですが簡単！約3週間で免許状が届きます。
免許手数料は、1台4,250円（収入印紙）です。
免許の有効期間は、5年です。5年毎に更新が必用です。

☆本体・充電電池（Ｌｉ－Ｉｏｎ）・充電器セット価格　　　　　　　　　円

COMMERCIAL-USE HANDHELD TRANSCEIVER

UHF複数波アナログ簡易無線電話装置【DJ-BU10C】

リーズナブルなＵＨＦ帯アナログ簡易業務用無線機です。

電波形式：Ｆ３Ｅ（ＦＭ） 通信方式：単信（プレストーク） 定格電圧：７．４Ｖ

送受信周波数：・４６５．０３７５ＭＨｚ　～　４６５．１５００ＭＨｚ　（１０ｃｈ）・４６８．５５００ＭＨｚ　～　４６８．８５００ＭＨｚ　（２５ｃｈ）

自動識別装置：副搬送波ＭＳＫ方式　１２００ｂｐｓ 送信出力：５Ｗ+２０％、　-５０％以内

受信感度：－８ｄＢμ以下（12dB SINAD） 受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン

低周波出力：０．７Ｗ以上（１０％歪時） 副次的に発する電波等の強度：４ｎＷ以下

【簡易業務無線とは】

会社・学校・各種団体・自治体などの組織であれば簡単な手続きだけで使える業務連絡用の無線です。

DJ-BU10Cで使えるチャンネルはUHF帯35波。同一周波数をいくつかのユーザーで共有するので混信は

避けられませんが、トーンスケルチやDCSを設定することで、他ユーザーの通話を聞くことはありません。

【免許について】

無線従事者の資格は不要ですが、無線局の免許が必要です。

申請書の作成、提出など、簡単な手続きです。詳細については販売店にご相談ください。

定格寸法：５８ ｘ １１０ ｘ ３８．８ｍｍ

DJ-BU10C

出力は、特定小電力の500倍
距離は、22倍＝2.2Ｋｍ以上

電波法違反は、1年以上の懲役、
又は、100万円以下の罰金

ハムショップフレンズ


